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　 　 証券コード　1890
　 　 平成25年６月10日
株 主 各 位　 　
　 大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号

　
　 代表取締役社長 毛 利 茂 樹　第91回定時株主総会招集ご通知　
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第91回定時株主総会を下記により開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使
することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類を
ご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご
表示のうえ、平成25年６月26日（水曜日）午後５時までに到着す
るようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具
記

１． 日 時 平成25年６月27日（木曜日）午前10時
２． 場 所 大阪市中央区本町四丁目１番52号（北御堂下）

大阪会館ホール
３． 目 的 事 項 　

　報 告 事 項 １．第93期（平成24年４月１日から平成25年３月31日ま
で）事業報告、計算書類報告の件

　 　 ２．第93期（平成24年４月１日から平成25年３月31日ま
で）連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

　決 議 事 項 　
　第１号議案 剰余金の配当の件
　第２号議案 取締役10名選任の件

４． 招集に当たっての決定事項
株主総会にご出席いただけない場合、当社の議決権を有する他の株主１

名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。
ただし、代理権を証明する書面及び議決権行使書用紙のご提出が必要と

なりますのでご了承ください。
以　上

　
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書
類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.toyo-
const.co.jp/)に掲載させていただきます。
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（添付書類）
事　 業　 報　 告

（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日まで）
　
１．会社の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

      当期における我が国経済は、長引く円高、デフレーションに加
え、欧州債務危機問題やアジア経済の成長鈍化など、内外需とも
に閉塞感を払拭できない状況でしたが、12月の政権交代ととも
に、経済政策への期待感から株価の上昇や円安基調への転換が進
むなど、景気回復に向けて明るい兆しが見え始めました。
  　 建設業界におきましては、東日本大震災の復興需要などにより、
官民ともに事業量は増加したものの、労務費や資機材など調達コ
ストの上昇を吸収しきれず、工事採算は悪化いたしました。

　　
　　このような状況のなか、当社は平成25年度を最終年度とする中
期経営計画の目標達成に向け、「優れた技術と顧客からの信頼で、
更なる企業価値向上を目指す」を基本方針に、当期は以下の取り
組みを実行してまいりました。

      国内土木事業におきましては、東日本大震災により被災した港
湾インフラの復旧に全力を挙げるとともに、国際競争力強化を図
るための港湾整備事業や、防災・減災事業の獲得に注力してまい
りました。

      国内建築事業におきましては、東北地方の水産業復興整備事業
や、医療･福祉施設、食品工場及び物流センターなどへの営業活動
を強化してまいりました。

      海外建設事業におきましては、東南アジアを中心に営業活動を
展開し、安定した受注量の確保に努めてまいりました。また、前
期に受注いたしましたケニア共和国及びインドネシア共和国にお
ける大型港湾工事は順調に推移いたしております。
      当期はこのような取り組みを行ってまいりました結果、受注高
につきましては、国内土木事業は572億円（前期比30.5％減）、
国内建築事業は377億円（前期比3.4％減）、海外建設事業は65億
円（前期比78.0％減）、不動産事業は4億円（前期比37.5％減）
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となり、受注高の合計は1,020億円（前期比32.9％減）となりま
した。
 主な受注工事は、

国 土 交 通 省 釜 石 港 湾 口 地 区 湾 口 防 波 堤
( 南 堤 ) ( 災 害 復 旧 ) 築 造 工 事

国 土 交 通 省 神戸港ポートアイランド(第２期)地区
荷 さ ば き 地 改 良 工 事 ( 第 二 工 区 )

防 衛 省 呉( 2 4 )吉浦桟橋新設土木その他工事

宮 城 県 女川湾口防波堤災害復旧(その２)工事
独立行政法人国立
病院機構青森病院

独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構
青 森 病 院 病 棟 等 建 替 整 備 工 事

センコー株式会社 （仮称）センコー㈱小牧ＰＤセンター増築工事

等であります。
      売上高につきましては、国内土木事業は633億円（前期比41.5％
増）、国内建築事業は361億円（前期比22.3％減）、海外建設事
業は133億円（前期比76.6％増）、不動産事業は4億円（前期比
37.5％減）となり、売上高の合計は1,133億円（前期比13.7％増）
となりました。
　主な完成工事は、

国 土 交 通 省 鹿島港外港地区外港航路復旧工事（その4）

国 土 交 通 省 平 成 2 2 年 度 1 5 5 号 豊 田 南
B P 美 山 柿 本 道 路 建 設 工 事

農 林 水 産 省 平 成 2 3 年 度 石 巻 漁 港 矢 板 式
岸 壁 災 害 復 旧 そ の １ 工 事

フィリピン共和国
公 共 事 業 道 路 省 パシグ・マリキナ河川改修事業(Ⅱ)1-B工区
高 槻 市 高 槻 市 消 防 本 部 庁 舎 改 築 工 事
株式会社武蔵野フーズ （仮称）武蔵野フーズカムス第２工場増築工事

      等であります。
      この結果、建設事業の次期への繰越高は1,053億円（前期比　
9.6％減）となりました。利益面につきましては、営業利益は22
億円（前期比33.2％増）、経常利益は16億円（前期比52.3％増）
となり、これに法人税等を計上いたしました結果、当期純利益は
８億円（前期比2.1％増）となりました。
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　当期の受注高・売上高・繰越高
　 （単位：百万円）

区　　　分 前期繰越高 当期受注高 当期売上高 次期繰越高

建
設
事
業

国 内 土 木 (57,920)
56,558 57,277 63,386 50,449

国 内 建 築 (29,334)
29,194 37,761 36,173 30,781

海 外 建 設 (29,521)
30,828 6,586 13,301 24,113

計 (116,776)
116,581 101,625 112,861 105,344

不動産事業 0 440 440 0

合　　　計 (116,776)
116,581 102,066 113,302 105,344

(注)前期繰越高の上段（ ）表示額は、前期における次期繰越高を表し、
国内土木及び国内建築における下段表示額は、工事契約解除による減
額契約額を、海外建設における下段表示額は、当期の外国為替相場の
変動額をそれぞれ反映させたものを表しております。

　
⑵　設備投資等の状況
　当期に実施いたしました設備投資の総額は７億円であり、
主なものは杭打船兼クレーン付台船の取得によるものであり
ます。

　
⑶　資金調達の状況
　平成24年９月28日に金融機関８行と総額100億円のシン
ジケーション方式によるコミットメントライン（融資枠）設
定契約を締結いたしております。
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⑷　対処すべき課題
      今後の我が国経済におきましては、為替相場や海外経済の動向
などに先行きの不透明さはあるものの、大胆な金融政策、機動的
な財政政策及び民間投資を喚起する成長戦略の推進により、成長
が加速するものと見込まれます。

      建設業界におきましては、震災復興の加速や災害に強い国づく
りを目指す国土強靭化施策に沿った公共投資の増加に加え、民間
投資の回復も期待されます。

      当社の得意とする港湾インフラ整備の分野では、震災復興事業
はもとより、国際コンテナ戦略港湾の整備事業、遠隔離島の活動
拠点整備事業、新規海上プロジェクトなどが推進されることから、
これらの事業領域に一層注力してまいります。
      国内建築事業におきましては、労務、資機材価格の上昇により
工事採算が悪化していることから、利益を一層重視した受注活動
と効率的な事業運営を行い、収益改善を図ってまいります。

　　また、安全をすべてに優先するとともに、コンプライアンスに
つきましても引き続き厳格に取り組み、信頼に足る企業を目指し
てまいります。

　　
      役職員一同、計画の達成に向け、経営理念である「顧客と社会
公共への奉仕」を実践し、建設を営む企業として社会的要請に適
った建設技術の研鑽に努めるとともに、より良質な社会資本の整
備に貢献してまいる所存です。　
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⑸　財産及び損益の状況の推移

区 分 第90期
(平成21年度)

第91期
(平成22年度)

第92期
(平成23年度)

第93期
(平成24年度)

受 注 高(百万円） 111,496 85,257 152,134 102,066

売 上 高(百万円） 124,516 110,751 99,609 113,302

内
訳
建設事業(百万円） 122,705 109,587 98,904 112,861

不動産事業(百万円） 1,811 1,164 705 440

営 業 利 益(百万円） 2,992 3,780 1,656 2,206

経 常 利 益(百万円） 2,219 3,042 1,065 1,622

当期純利益(百万円） 756 1,069 844 862

１株当たり当期純利益 9円97銭 14円49銭 11円19銭 10円77銭

総 資 産(百万円） 96,007 92,075 104,448 103,436

純 資 産(百万円） 19,563 20,420 21,254 21,925

(注)１株当たり当期純利益につきましては、平成24年10月１日付で実施し
た普通株式５株を１株とする株式併合を踏まえ、第90期の期首に当該
株式併合が行われたと仮定して算定しております。
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⑹　重要な親会社及び子会社の状況
①親会社の状況
　該当事項はありません。

　
②重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

　 百万円 ％ 　

株式会社トマック 100 100
土木工事の請負及び工事
用船舶・機械の設計、修
理、賃貸

とうけん不動産株式会社 100 100 不動産の売買、賃貸借、
仲介

タチバナ工業株式会社 70 49 土木工事の請負及び工事
用船舶の管理運営・売買

東建サービス株式会社 48 41 建築工事の請負及び建物
管理

　 千PESO 　 　
CCT CONSTRUCTORS
C O R P O R A T I O N 10,000 40 土木建築工事の請負

　
③企業結合の成果
　当期末における連結子会社は、上記の重要な子会社を含め
８社であり、持分法適用会社はありません。当期の連結売上
高は1,280億円(前期比18.6％増)、連結当期純利益は11億円
(前期比20.6％増)であります。

　
⑺　主要な事業内容
　当社は建設業法により、特定建設業者「（特－24）第2405
号」として国土交通大臣許可を受け、海上土木、陸上土木、
建築並びにこれらに関連する事業を行っております。
　また、宅地建物取引業法により宅地建物取引業者「（12）
第1385号」として国土交通大臣免許を受け、不動産に関する
事業を行っております。
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⑻　主要な営業所等
本　　店 大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号
本　　社 東京都江東区青海二丁目４番24号

支　　店 北海道支店(札幌市) 東 北 支 店(仙台市)
　 東関東支店(千葉市) 関 東 支 店(東京都江東区)
　 横 浜 支 店(横浜市) 北 陸 支 店(金沢市)
　 名古屋支店(名古屋市) 大 阪 本 店(大阪市)
　 中 国 支 店(広島市) 四 国 支 店(高松市)
　 九 州 支 店(福岡市) 国 際 支 店(東京都江東区)

技術研究所 鳴尾研究所(西宮市)、美浦研究所(茨城県稲敷郡美浦村)
海外営業所 マニラ営業所、ハノイ営業所、ジャカルタ営業所

　
⑼　従業員の状況

従業員数 前期末比増減数 平均年齢 平均勤続年数
1,228名 6名減 43.2歳 17.9年

（注）上記従業員数には、出向者44名、海外現地採用者64名が含まれて
　　　おります。

　
⑽　主要な借入先

借　　入　　先 借　　入　　額
　 百万円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,395
株式会社みずほコーポレート銀行 1,869
オ リ ッ ク ス 銀 行 株 式 会 社 1,810
三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,553
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,320

　
⑾　その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項
⑴　発行可能株式の総数 320,000,000株
　
⑵　発行済株式の総数 80,071,183株
　
(注)１．発行可能株式及び発行済株式は全て普通株式であります。

２．発行済株式の総数は、自己株式40,335株を含んでおりま
す。

３．平成24年６月28日開催の第90回定時株主総会の決議に
より、平成24年10月１日付で普通株式５株を１株の割合
で併合したことに伴い、発行済株式総数は320,284,736
株減少しております。また、発行可能株式総数は
570,000,000株から320,000,000株に、単元株式数は
1,000株から100株にそれぞれ変更しております。

　　　
⑶　株主数 27,941名
　

　⑷　大株主（上位10名）　
株　主　名 持　株　数 持株比率
　 千株 ％

前 田 建 設 工 業 株 式 会 社 16,147 20.17
東 洋 建 設 共 栄 会 1,881 2.35
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信託銀行株式会社（信託口） 1,483 1.85
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信託銀行株式会社（信託口） 1,420 1.77

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 1,300 1.62
株 式 会 社 こ ん ど う 800 0.99
東 洋 建 設 従 業 員 持 株 会 719 0.89
東京海上日動火災保険株式会社 684 0.85
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信託銀行株式会社（信託口１） 633 0.79
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信託銀行株式会社（信託口６） 616 0.77

     (注)１．持株比率は自己株式(40,335株)を控除して計算しております。
２．千株未満は、切り捨てて表示しております。　
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３．会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。

　
４．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の氏名等
　 （平成25年３月31日現在）
会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 毛 利 茂 樹 執行役員社長
取 締 役 前 田 正 孝 執行役員副社長 土木事業本部・総合技術研究所管掌
取 締 役 大 江 秀 次 執行役員副社長 建築事業本部管掌
取 締 役 中 本 義 人 専務執行役員 総合監査部管掌
代 表 取 締 役 濱 邉 修 一 専務執行役員 土木事業本部長兼安全環境部管掌
取 締 役 片 山 善 和 専務執行役員 国際事業管掌
取 締 役 二 浪 誠 一 常務執行役員 経営管理本部管掌兼CSR担当
取 締 役 武 澤 恭 司 常務執行役員 建築事業本部長
取 締 役 宮 脇 清 文 常務執行役員 大阪本店長
取 締 役 森 山 越 郎 常務執行役員 関東支店長
常 勤 監 査 役 城 野 水 雄 　
常 勤 監 査 役 德 永 和 也 　
常 勤 監 査 役 平 形 光 男 　
監 査 役 川　﨑　登志嗣 　
（注）１．代表取締役赤井憲彦、監査役阪田悦紹の両氏は平成24年６月28

日開催の第90回定時株主総会終了の時をもって退任いたしまし
た。

　　　２．常勤監査役德永和也、平形光男及び川﨑登志嗣の３氏は、社外
監査役であります。

　　　３．監査役川﨑登志嗣氏は、東京証券取引所及び大阪証券取引所規
則に定める独立役員として両取引所に届け出ております。

　　　４．常勤監査役城野水雄氏は、長年における当社経理部門の経歴を
有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するも
のであります。
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　（参考）
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　 （平成25年３月31日現在）
会社における地位 氏 名 担 当 職 務
常務執行役員 関 口 建 司 土木事業本部副本部長　
常務執行役員 馬 庭 秀 秋 九州支店長
執 行 役 員 三 宅 達 夫 総合技術研究所長　
執 行 役 員 関 口 伸 吾 北陸支店長
執 行 役 員 前 田 涼 一 土木事業本部土木技術部長
執 行 役 員 木和田　雅　也 土木事業本部副本部長兼国際企画部長
執 行 役 員 池　田　健太郎 経営管理本部長
執 行 役 員 杉 本 俊 介 国際支店長
執 行 役 員 馬 渕 敏 彦 土木事業本部副本部長兼営業第一部長
執 行 役 員 平 田 浩 美 建築事業本部副本部長兼建築部長
執 行 役 員 河 瀬 伸 幸 経営管理本部副本部長兼経営企画部長兼財務部長
執 行 役 員 岸 川 剛 史 土木事業本部営業第三部長　
執 行 役 員 橋 本 　 勝 安全環境部長
執 行 役 員 近 石 光 正 東北支店長
執 行 役 員 大 柳 聖 一 建築事業本部担当
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平成25年４月１日付で次のとおり地位及び担当職務の変更がありました。
会社における地位 氏 名 担 当 職 務
常務執行役員 木和田　雅　也 土木事業本部副本部長兼国際企画部長
常務執行役員 馬 渕 敏 彦 土木事業本部副本部長
執 行 役 員 河 瀬 伸 幸 経営管理本部副本部長兼経営企画部長
執 行 役 員 大 柳 聖 一 建築事業本部営業第三部長
執 行 役 員 古 賀 靖 隆 東北支店副支店長兼建築部長
執 行 役 員 髙 橋 武 一 土木事業本部土木部長
執 行 役 員 工 藤 明 賢 四国支店長
（注）１．古賀靖隆、髙橋武一及び工藤明賢の３氏は同日付で執行役員に

就任いたしました。
２．常務執行役員関口建司、執行役員三宅達夫の両氏は平成25年３

月31日付で退任いたしました。
　
⑵　取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 人 員 報酬等の額
　 名 百万円

取 締 役 11 184

監 査 役
（うち社外監査役）

5
(4)

40
(27)

合 計 16 224

　(注)　１．取締役の報酬限度額は、平成14年６月27日開催の第80回定時株
主総会において、月額25百万円以内とする旨承認をいただいて
おります。

２．監査役の報酬限度額は、平成10年６月26日開催の第76回定時株
主総会において、月額６百万円以内とする旨承認をいただいて
おります。

３．人数及び金額には、平成24年６月28日開催の第90回定時株主総
会終結の時をもって退任した取締役１名、監査役１名を含んで
おります。
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⑶　社外役員に関する事項
①他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当該
他の法人等との関係
　該当事項はありません。

②他の法人等の社外役員としての重要な兼任の状況及び当社と
当該他の法人等との関係
　該当事項はありません。

③会社または会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係
　該当事項はありません。

④当事業年度における主な活動状況

　
取締役会（26回開催） 監査役会（26回開催）

出席回数
(回)

出席率
(％)

出席回数
(回)

出席率
(％)

常 勤
監査役 德 永 和 也 26 100 26 100

常 勤
監査役 平 形 光 男 19 100 15 100

監査役 川﨑登志嗣 25  96 26 100

(注)１．常勤監査役平形光男氏は平成24年６月28日開催の第90回定時株
主総会で監査役に選任されましたので、取締役会、監査役会の出
席率は、就任後の開催回数(取締役会19回、監査役会15回)で計算
しております。

２.  取締役会及び監査役会における発言状況　　　　　　　　　
常勤監査役德永和也、平形光男及び監査役川﨑登志嗣の３氏は、
他社における長年の経験に基づいた豊富な知見からの発言を適宜
行っております。

⑤責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を

締結することができる旨の規定を定款第39条第２項に設け
ておりますが、責任限定契約は締結しておりません。
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５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称 新日本有限責任監査法人

　
⑵　報酬等の額 　
①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 51百万円
②当社及び当社の子会社が支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 54百万円

（注）当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金
融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら
ず、実質的にも区分できませんので、報酬等の額にはこれらの総額
を記載しております。

　
⑶　非監査業務の内容
　当社は会計監査人に対し、海外における税務申告のための
英文による証明書発行業務を委託しております。

　
⑷　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等
は、解任または不再任の検討を行い、その必要があると判断
した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または監査役会
の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総
会の目的事項といたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法または公認会計士法等の
法令に違反・抵触したと認められる場合、その事実に基づき
当該会計監査人の解任の検討を行い、解任が妥当であると判
断した場合は、会計監査人を解任いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制
　内部統制システムについて
⑴　取締役･使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制
①取締役、執行役員及び使用人は、「経営理念」、「行動規
範」、「行動指針」を最優先すべき基本的判断基準として
職務の執行にあたることにしております。

②経営管理本部管掌役員を委員長とするコンプライアンス委
員会は、「コンプライアンスに関する方針の策定」、「法
令遵守、企業倫理意識の普及と啓蒙方針の決定」、「役職
員等からの重要な指摘や提案等への対応方針の決定」並び
に「取締役会への活動報告」を行っております。

③経営管理本部総務部にコンプライアンスに関する事項を具
体的に推進、実行させるとともに、法令遵守上疑義のある
行為等を把握した場合は、適時適切にコンプライアンス委
員会に報告するとともに、弁護士と連携しながら調査や指
導を行う体制をとっております。

④総合監査部において、各部門の職務執行状況や内部統制の
有効性と妥当性の確認を行うことにより、職務の執行の適
正性を確保する体制をとっております。

⑤社内通報体制として社内・社外の双方に通報窓口を持つ内
部通報制度を構築しております。

⑵　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため
の体制
①経営基本規程、組織関係規程等を定め、取締役の職務の執
行が適正に行える体制を整備しております。

②執行役員制度を採用することにより取締役の員数を少なく
し、経営の意思決定の迅速化を図っております。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク管理規程及び防災規程を定め、経営管理本部経営企
画部及び各担当部門が定められた日常リスクの管理を行う
ことにしております。

②大規模災害等の非常時対応を要する事態の発生時において
は、被害・損失を最小限とするため、社長を本部長とする
対策本部を設置することにしております。
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③首都圏直下型地震の発生を想定したBCP(事業継続計画)
を策定しております。

⑷　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①重要な会議の議事録、重要な事項に関する稟議書、契約書
及びそれらの関連資料を法令、文書管理及び情報セキュリ
ティに関する諸規程に基づき、適切に保管する体制を確保
しております。

②文書規程に基づき文書管理責任者を定めており、文書の管
理を適切に行う体制を確保しております。

⑸　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保
するための体制
①関係会社管理規程に基づき当社グループ各社の重要な意思
決定に際しての事前協議や指導を行うとともに、定期的に
関係会社社長会を開催し、当社が関与して策定した経営計
画の進捗等、経営状況のヒアリングを行っております。

②総合監査部において、当社グループ各社における業務執行
状況や内部統制の有効性と妥当性の確認を行うことにより、
業務の執行の適正性および経営の効率性・健全性を確保す
る体制をとっております。

⑹　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の
監査役への報告に関する体制
①監査役が取締役会他の重要な会議に出席すること及び取締
役会議事録や稟議書など重要な書類を随時閲覧できる体制
を確保しております。

②取締役、執行役員及び使用人は、会社に重大な影響を与え
る事態の発生または発生の恐れがあるときは、速やかに監
査役会に対し報告を行うことにしております。

③取締役、執行役員及び使用人は、監査役が事業及び業務の
報告を求めた場合、迅速かつ適切に対応することにしてお
ります。

⑺　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するため
の体制
①取締役、執行役員及び使用人は、監査役会規程及び監査役
監査実施要綱に基づく監査役の監査が、実効的に行われる
よう協力する体制をとっております。
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②監査役は、会計監査人、総合監査部及び当社グループ各社
の監査役との連携を保ち、監査の有効性を高める体制をと
っております。

⑻　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場
合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は置いておりませんが、

監査役または監査役会より職務補助者設置の要望があった場
合は、職務補助者の選任を行うなど適切に対応することにし
ております。

⑼　財務報告の信頼性を確保するための体制
①財務報告に係る内部統制として、関連する規程類の整備及
び適正な運用を徹底し、信頼性のある財務報告を作成する
ための体制を整備しております。

②総合監査部において、財務報告に係る内部統制監査を実施
し、内部統制の不備等の検出と各部門の是正を通じて財務
報告の信頼性を確保するための体制の充実を図っておりま
す。

　
反社会的勢力排除について
⑴　基本的な考え方
　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団
体に対し、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するこ
とに全社を挙げて取り組んでおります。

⑵　反社会的勢力排除に向けた整備状況
①総括部署を経営管理本部総務部としております。
②本社では全国暴力追放運動推進センター、公益社団法人警
視庁管内特殊暴力防止対策連合会や東京湾岸地区特殊暴力
防止対策協議会、各支店においても地区の協議会などの外
部団体と連携し、相談や情報収集を行い、反社会的勢力排
除に取り組んでおります。

③コンプライアンスマニュアルに反社会的勢力に対する具体
的な行動指針を定めており、定期的に研修を実施すること
により周知徹底を図っております。

④反社会的勢力との取引を根絶するため、当社が取引業者と
の契約に使用する契約約款に、暴力団排除条項を明記して
おります。
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貸　借　対　照　表
（平成25年３月31日現在）

　 （単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） 　 （ 負 債 の 部 ） 　
流 動 資 産
現 金 預 金
受 取 手 形
完成工事未収入金
有 価 証 券
販 売 用 不 動 産
未成工事支出金
繰 延 税 金 資 産
JV工事未収入金
未 収 消 費 税 等
立 替 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 ・ 構 築 物
機 械 ・ 運 搬 具
工具器具・備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
減価償却累計額

無 形 固 定 資 産
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
破産更生債権等
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

69,415
18,552
1,013
36,099

12
86

4,852
681
1,553
1,291
3,611
1,677
△17

34,021
27,413
12,451
10,013
1,189
21,698
160
352

△18,452
135
6,472
2,084
1,316
1,447
53

1,067
847

△345

流 動 負 債 63,954
支 払 手 形 24,089
工 事 未 払 金 17,068
短 期 借 入 金 8,994
リ ー ス 債 務 32
未 払 法 人 税 等 124
未 払 消 費 税 等 2,934
未成工事受入金 7,652
預 り 金 1,419
完成工事補償引当金 147
工事損失引当金 220
賞 与 引 当 金 429
そ の 他 841

固 定 負 債 17,557
長 期 借 入 金 9,765
リ ー ス 債 務 69
土地再評価に係る繰延税金負債 2,758
退職給付引当金 4,579
資 産 除 去 債 務 8
そ の 他 375

負 債 合 計 81,511
（純資産の部） 　

株 主 資 本 19,003
資 本 金 10,683
資 本 剰 余 金 2,475
資 本 準 備 金 2,475

利 益 剰 余 金 5,858
利 益 準 備 金 150
その他利益剰余金 5,708
別 途 積 立 金 3,000
繰越利益剰余金 2,708

自 己 株 式 △13
評価・換算差額等 2,921
その他有価証券評価差額金 173
繰延ヘッジ損益 122
土地再評価差額金 2,626

純 資 産 合 計 21,925
資 産 合 計 103,436 負 債 純 資 産 合 計 103,436
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損　益　計　算　書
（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

　 （単位：百万円）
科　　　　目 金　　　　額

売 上 高 　 　　 　 　 　　　
完 成 工 事 高 　 112,861　 　 　　　
不 動 産 事 業 売 上 高 　 440　 　 113,302　

売 上 原 価 　 　　 　 　 　　　
完 成 工 事 原 価 　 105,503　 　 　　　
不 動 産 事 業 売 上 原 価 　 221　 　 105,724　

売 上 総 利 益 　 　　 　 　 　　　
完 成 工 事 総 利 益 　 7,358　 　 　　　
不 動 産 事 業 総 利 益 　 219　 　 7,577　

販売費及び一般管理費 　 　　　 　 5,371　
営 業 利 益 　 　　　 　 2,206　

営 業 外 収 益 　 　　　 　 　　　
受 取 利 息 及 び 配 当 金 　 73　 　 　　　
為 替 差 額 　 140　 　     　
そ の 他 　 71　 　 285　

営 業 外 費 用 　 　　　 　 　　　
支 払 利 息 　 454　 　 　　　
コ ミ ッ ト メ ン ト 費 用 　 208　 　 　　　
そ の 他 　 207　 　 869　
経 常 利 益 　 　　　 　 1,622　

特 別 利 益 　 　 　 　 　 　
受 取 補 償 金 　 49　 　 　　　
そ の 他 　 1　 　 50　

特 別 損 失 　 　 　 　 　 　
投 資 有 価 証 券 評 価 損 　 132　 　 　　　
そ の 他 　 6　 　 139　
税 引 前 当 期 純 利 益 　 　　　 　 1,533　
法人税、住民税及び事業税 　 102　 　 　　　
法 人 税 等 調 整 額 　 569　 　 671　
当 期 純 利 益 　 　　　 　 862　
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株主資本等変動計算書
（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

　　         （単位：百万円）

　

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金
利 益
剰 余 金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

平成24年４月１日残高 10,683 2,475 2,475 110 3,000 2,286 5,396 △13 18,541

事業年度中の変動額 　 　 　 　 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 40 　 △440 △400 　 △400

当 期 純利益 　 　 　 　 　 862 862 　 862

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 　 △0 △0

株主資本以外の
項目の事業年度中の
変動額 ( 純 額 )

　 　 　 　 　 　 　 　 　

事業年度中の変動額合計 － － － 40 － 422 462 △0 461

平成25年３月31日残高 10,683 2,475 2,475 150 3,000 2,708 5,858 △13 19,003
　

　

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成24年４月１日残高 86 － 2,626 2,712 21,254

事業年度中の変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 　 △400

当 期 純 利 益 　 　 　 　 862

自己株式の取得 　 　 　 　 △0

株主資本以外の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

87 122 － 209 209

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 87 122 － 209 670

平成25年３月31日残高 173 122 2,626 2,921 21,925
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
・満期保有目的債券
・子会社株式及び関連会社株式

償却原価法（定額法）
移動平均法による原価法

・その他有価証券
時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

　 （評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
定）

時価のないもの 移動平均法による原価法
②デリバティブ  
・デリバティブ 時価法
③たな卸資産
・未成工事支出金 個別法による原価法
・販売用不動産 個別法による原価法

　 （貸借対照表価額は収益性の低下による
簿価切下げの方法により算定）

・流動資産・その他（材料貯蔵品） 先入先出法による原価法
　 （貸借対照表価額は収益性の低下による

簿価切下げの方法により算定）
⑵　固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、平成10年４月１日以降に取得した
建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しておりま
す。

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、
リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま
す。
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⑶　引当金の計上基準
①貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ
いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工
事高に対する将来の見積補償額及び特定工事における将来の補償費
用を計上しております。

③工事損失引当金
当事業年度末における手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、か
つ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、将来
の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。

④賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計
上しております。

⑤退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしており
ます。

⑷　完成工事高及び完成工事原価の計上基準
　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
契約については工事進行基準を適用し、その他の工事については、工事
完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当
事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。

⑸　ヘッジ会計の処理
　繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては、
特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっております。

⑹　消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によって
おります。なお、資産に係る控除対象外消費税等につきましては、全額
費用として処理しております。
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２．表示方法の変更に関する注記
損益計算書
①為替差額
前事業年度において「為替差額」は、営業外収益の「その他」に含
めて表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分の10を超え
たため、区分掲記しております。なお、前事業年度における「為替
差額」の額は、13百万円であります。

②投資有価証券評価損
前事業年度において「投資有価証券評価損」は、特別損失の「その
他」に含めて表示しておりましたが、特別損失の総額の100分の10
を超えたため、区分掲記しております。なお、前事業年度における
「投資有価証券評価損」の額は、1百万円であります。

③訴訟和解金
前事業年度において区分掲記しておりました「訴訟和解金」は、特
別損失の総額の100分の10以下となったため、特別損失の「その他」
に含めて表示しております。なお、当事業年度における「訴訟和解
金」の額は、1百万円であります。
　

３．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保付債務
①担保に供している資産 完成工事未収入金 405百万円
　 建物・構築物 2,981百万円
　 機械・運搬具（船舶） 305百万円
　 土地 21,634百万円
　 投資有価証券 86百万円

　 計 25,414百万円
営業保証金の代用等として担保に供している資産

　 投資有価証券 23百万円
②担保に係る債務の金額 短期借入金（長期借入金

の振替分を含む） 2,245百万円

　 流動負債・その他（未払
金） 24百万円

　 長期借入金 8,659百万円
　 固定負債・その他（長期

預り金） 94百万円

　 固定負債・その他（長期
未払金） 49百万円

　 計 11,073百万円
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⑵　保証債務の内容及び金額
銀行借入金についての保証 816百万円
住宅分譲前金保証 181百万円

⑶　受取手形割引高 256百万円
⑷　関係会社に対する金銭債権、債務

関係会社に対する短期金銭債権 3,135百万円
関係会社に対する長期金銭債権 1,531百万円
関係会社に対する短期金銭債務 3,234百万円

⑸　事業用土地の再評価
　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）
に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部
に計上しております。
・再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第１号に定め
る地価公示法の規定により公示された価格（一
部は同条第２号に定める国土利用計画法施行令
に規定する基準地について判定された標準価
格、同条第４号に定める地価税法に規定する地
価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額
を算定するために国税庁長官が定めて公表した
方法により算定した価額、同条第５号に定める
不動産鑑定士による鑑定評価）に合理的な調整
を行って算出

・再評価を行った日 平成12年３月31日
・再評価を行った土地の当事業年度末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額

　
△8,806百万円

⑹　工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額 11百万円
⑺　工事進行基準適用工事の売上高に伴う仮受消費税等
　仮受消費税等の納付は、工事の完成引渡時期まで不要であるため、未
払消費税等として流動負債の部に計上しております。

　
４．損益計算書に関する注記
⑴　工事進行基準による完成工事高 56,849百万円
⑵　売上高のうち関係会社に対する部分 3,988百万円
⑶　売上原価のうち関係会社からの仕入高 6,901百万円
⑷　売上原価のうち工事損失引当金繰入額 201百万円
⑸　関係会社との営業取引以外の取引高 76百万円
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５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び数
普通株式 40,335株

　
６．税効果会計に関する注記
　　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 　
退職給付引当金 1,632百万円
繰越欠損金 1,526百万円
事業用土地減損 768百万円
賞与引当金 163百万円
貸倒引当金 151百万円
販売用不動産評価損 87百万円
その他 350百万円

繰延税金資産小計 4,678百万円
評価性引当金 △2,759百万円

繰延税金資産合計 1,919百万円
繰延税金負債 　
その他有価証券評価差額金 △95百万円
繰延ヘッジ損益 △74百万円

繰延税金負債合計 △170百万円
繰延税金資産の純額 1,748百万円

　
７．リースにより使用する固定資産に関する注記
　貸借対照表に計上した固定資産のほか、備品の一部については、所有権
移転外ファイナンス・リース契約により使用しているものがあります。
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８．関連当事者との取引に関する注記
　⑴　子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

属 性 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取 引 金 額 科 目 期末残高

子 会 社 とうけん不動産
株式会社

所有
直接100％

不動産の賃貸
借、仲介
資金の援助
役員の兼務

資金の貸付
（注1） 1,047 短期貸付金 10

　 　 長期貸付金 1,037

子 会 社 タチバナ工業
株式会社

所有
直接49%　

　
建設工事の
発注
役員の兼務
　

建設工事の
発注
（注2）　

4,533
（注3）　 支払手形 1,317

その他の
関係会社

前田建設工業
株式会社

被所有
直接20%

工事の共同受
注、共同研究
開発及び共同
購買

建設工事の
受注
（注4）　

3,739
（注5）　

完成工事
未収入金 2,047

（注）　1.資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。な
お、担保は受け入れておりません。

　　　　2.建設工事の発注については、一般取引条件と同様に決定しておりま
す。

　　　　3.建設工事の施工に伴う当期の仕入高であります。
　　　　4.建設工事の受注については、一般取引条件と同様に決定しておりま

す。
　　　　5.建設工事の施工に伴う当期の売上高であります。　
　
９．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 273円96銭
⑵　１株当たり当期純利益 10円77銭
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成25年３月31日現在）

　 （単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

( 資 産 の 部 ) 　 ( 負 債 の 部 ) 　
流 動 資 産

現 金 預 金

受取手形・完成工事未収入金等

未 成工事支出金

販 売 用 不 動 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機械、運搬具及び工具器具備品

土 地

建 設 仮 勘 定

減価償却累計額

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

75,418

21,208

40,010

5,012

87

744

8,370

△16

36,696

31,391

14,135

19,069

23,380

354

△25,548

150

5,153

2,460

1,443

1,589

△339

流 動 負 債 68,859
支払手形・工事未払金等 43,542
短 期 借 入 金 9,843
未成工事受入金 8,821
完成工事補償引当金 168
工事損失引当金 224
賞 与 引 当 金 487
そ の 他 5,771

固 定 負 債 19,115
長 期 借 入 金 10,929
繰 延 税 金 負 債 27
土地再評価に係る繰延税金負債 2,758
退職給付引当金 4,816
役員退職慰労引当金 26
そ の 他 557

負 債 合 計 87,974
( 純 資 産 の 部 ) 　

株 主 資 本 20,327
資 本 金 10,683
資 本 剰 余 金 2,490
利 益 剰 余 金 7,167
自 己 株 式 △13

その他の包括利益累計額 2,917
その他有価証券評価差額金 208
繰延ヘッジ損益 122
土地再評価差額金 2,626
為替換算調整勘定 △39

少 数 株 主 持 分 895
純 資 産 合 計 24,140

資 産 合 計 112,114 負 債 純 資 産 合 計 112,114
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連 結 損 益 計 算 書
（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

　 （単位：百万円）
科　　　　目 金　　　　額

売 上 高 　 　　 　 　 　
完 成 工 事 高 　 127,347　 　 　　　
兼 業 事 業 売 上 高 　 655　 　 128,003　

売 上 原 価 　 　　 　 　 　　　
完 成 工 事 原 価 　 118,702　 　 　　　
兼 業 事 業 売 上 原 価 　 228　 　 118,930　

売 上 総 利 益 　 　　 　 　 　　　
完 成 工 事 総 利 益 　 8,645　 　 　　　
兼 業 事 業 総 利 益 　 427　 　 9,073　

販売費及び一般管理費 　 　　　 　 6,226　
営 業 利 益 　 　　　 　 2,846　

営 業 外 収 益 　 　　　 　 　　　
受 取 利 息 　 34　 　 　　　
受 取 配 当 金 　 22　 　 　　　
為 替 差 額 　 144　 　     　
そ の 他 　 93　 　 294　

営 業 外 費 用 　 　　　 　 　　　
支 払 利 息 　 503　 　 　　　
コ ミ ッ ト メ ン ト 費 用 　 208　 　 　　　
そ の 他 　 256　 　 968　
経 常 利 益 　 　　　 　 2,173　

特 別 利 益 　 　 　 　 　 　
受 取 補 償 金 　 49　 　 　　　
固 定 資 産 売 却 益 　 12　 　 　　　
そ の 他 　 0　 　 62　

特 別 損 失 　 　 　 　 　 　
投 資 有 価 証 券 評 価 損 　 132　 　 　　　
そ の 他 　 10　 　 143　
税金等調整前当期純利益 　 　　　 　 2,092　
法人税、住民税及び事業税 　 298　 　 　　　
法 人 税 等 調 整 額 　 539　 　 837　
少数株主損益調整前当期純利益 　 　　　 　 1,254　
少 数 株 主 利 益 　 　　　 　 146　
当 期 純 利 益 　 　　　 　 1,107　
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連結株主資本等変動計算書
（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

　　　　　（単位：百万円）

　
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

平成24年４月１日残高 10,683 2,490 6,459 △13 19,619

連結会計年度中の変動額 　 　 　 　 　

剰 余 金 の 配 当 　 　 △400 　 △400

当 期 純 利 益 　 　 1,107 　 1,107

自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 △0 △0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 　 　 　 　 　

連結会計年度中の変動額合計 － － 707 △0 707

平成25年３月31日残高 10,683 2,490 7,167 △13 20,327

　

　

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
少 数 株 主
持 分

純 資 産
合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

土 地 再 評 価
差 額 金

為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

平成24年４月１日残高 106 － 2,626 △75 2,657 688 22,965

連結会計年度中の変動額 　 　 　 　 　 　 　

剰 余 金 の 配 当 　 　 　 　 　 　 △400

当 期 純 利 益 　 　 　 　 　 　 1,107

自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 　 　 　 △0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 (純 額 ) 102 122 － 35 260 207 467

連結会計年度中の変動額合計 102 122 － 35 260 207 1,174

平成25年３月31日残高 208 122 2,626 △39 2,917 895 24,140
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
⑴　連結の範囲に関する事項
①連結子会社の状況
・連結子会社の数　　 8社
・連結子会社の名称
㈱トマック、東翔建設㈱、タチバナ工業㈱、東建サービス㈱、
東建テクノ㈱、CCT CONSTRUCTORS CORPORATION、
とうけん不動産㈱、東建商事㈱

②非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称
㈱矢内原研究所、㈱オリエント・エコロジー
・連結の範囲から除いた理由
　非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売
上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合
う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしておりま
せん。

⑵　持分法の適用に関する事項
①持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況
・持分法適用の非連結子会社及び関連会社数　　　　 0社

②持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
・主要な会社等の名称
㈱矢内原研究所、㈱オリエント・エコロジー
・持分法を適用しない理由
　持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ当期純損益（持
分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響
が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用
範囲から除いております。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社であるCCT CONSTRUCTORS CORPORATIONの決
算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、連結決
算日と上記の決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を
行っております。
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⑷　会計処理基準に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券
・満期保有目的債券 償却原価法（定額法）
・その他有価証券
時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
定）

時価のないもの 移動平均法による原価法
ロ．デリバティブ　 　

・デリバティブ 時価法
ハ．たな卸資産
・未成工事支出金 個別法による原価法
・販売用不動産 個別法による原価法

（連結貸借対照表価額は収益性の低下に
よる簿価切下げの方法により算定）

・流動資産・その他（材料貯蔵品） 先入先出法による原価法
（連結貸借対照表価額は収益性の低下に
よる簿価切下げの方法により算定）

②重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は、定率法によっております。但し、
平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
については、定額法を採用しております。
在外連結子会社は定率法を採用しております。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
間（５年）に基づく定額法を採用しております。

ハ．リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採
用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引
のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取
引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
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によっております。
③重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権
については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。

ロ．完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当連結会計年度
の完成工事高に対する将来の見積補償額及び特定の工事におけ
る将来の補償費用を計上しております。

ハ．工事損失引当金
当連結会計年度末における手持工事のうち、損失の発生が見込
まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事に
ついて、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上して
おります。

ニ．賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づ
き計上しております。

ホ．退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理することとしております。

ヘ．役員退職慰労引当金
国内連結子会社は、取締役、監査役の退職慰労金の支給に備え
るため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上してお
ります。

④完成工事高及び完成工事原価の計上基準
　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められ
る工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事について
は、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用す
る工事の当連結会計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法に
よっております。

⑤ヘッジ会計の処理
　繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては
特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっております。
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⑥消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっ
ております。なお、資産に係る控除対象外消費税等につきましては、
全額費用として処理しております。

　
２．表示方法の変更に関する注記

連結損益計算書
①為替差額
　前連結会計年度において「為替差額」は、営業外収益の「その他」
に含めて表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分の10を超
えたため、区分掲記しております。なお、前連結会計年度における
「為替差額」の額は、4百万円であります。

②投資有価証券評価損
　前連結会計年度において「投資有価証券評価損」は、特別損失の
「その他」に含めて表示しておりましたが、特別損失の総額の100分
の10を超えたため、区分掲記しております。なお、前連結会計年度に
おける「投資有価証券評価損」の額は、1百万円であります。

③訴訟和解金
　前連結会計年度において区分掲記しておりました「訴訟和解金」
は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、特別損失の「そ
の他」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度における
「訴訟和解金」の額は、1百万円であります。

　
３．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保付債務
①担保に供している資産 受取手形・完成工事未収

入金等(完成工事未収入
金)

405百万円

　 建物・構築物 3,335百万円
　 機械、運搬具及び工具器

具備品（船舶）
1,039百万円

　 土地 23,117百万円
　 投資有価証券 141百万円
　 計 28,039百万円

営業保証金の代用等として担保に供している資産
　 投資有価証券 23百万円
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②担保に係る債務の金額 短期借入金（長期借入金
の振替分を含む） 2,764百万円

　 流動負債・その他（未払
金） 24百万円

　 長期借入金 9,427百万円
　 固定負債・その他（長期

預り金） 94百万円

　 固定負債・その他（長期
未払金） 49百万円

　 計 12,361百万円
⑵　保証債務の内容及び金額

銀行借入金についての保証 91百万円
住宅分譲前金保証 181百万円

⑶　受取手形割引高及び裏書譲渡高
受取手形割引高 256百万円
受取手形裏書譲渡高 11百万円

⑷　事業用土地の再評価
　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）
に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部
に計上しております。
・再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第１号に定め
る地価公示法の規定により公示された価格（一
部は同条第２号に定める国土利用計画法施行令
に規定する基準地について判定された標準価
格、同条第４号に定める地価税法に規定する地
価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額
を算定するために国税庁長官が定めて公表した
方法により算定した価額、同条第５号に定める
不動産鑑定士による鑑定評価）に合理的な調整
を行って算出

・再評価を行った日 平成12年３月31日
・再評価を行った土地の当連結会計年度末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額

　
△8,806百万円

・上記のうち賃貸等不動産にかかる当連結会計年度末
における時価と再評価後の帳簿価額との差額

　
△952百万円

⑸　工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額 11百万円
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４．連結損益計算書に関する注記
工事進行基準による完成工事高 60,307百万円
売上原価のうち工事損失引当金繰入額 206百万円

　
５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度末の発行済株式の総数に関する事項

普通株式 80,071千株
⑵　配当に関する事項
①配当金支払額

決　議 株式の
種　類

配当金の総
額(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効 力

発 生 日

平成24年６月28日
定時株主総会

普通
株式 400 1.0 平成24年

３月31日
平成24年
６月29日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌
連結会計年度となるもの
　平成25年６月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配
当に関する事項を次のとおり上程しております。
配当金の総額 400百万円
１株当たり配当額 5.0円
基準日 平成25年３月31日
効力発生日 平成25年６月28日

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しており
ます。

　
６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行
等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び完成工事未収入金に係る顧客の信用リスクは、顧客につ
いて厳格な審査の実施や情報の収集等の与信管理を行いリスク低減を図
っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式に
ついては四半期毎に時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）

であり、このうち長期借入金の一部については、支払金利の変動リスク
を回避するため、金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しておりま
す。デリバティブ取引は、将来の為替変動によるリスク回避及び金利変
動リスク回避を目的とし、執行・管理については内部管理規定に従って
行っており、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。



－ 36 －

⑵　金融商品の時価等に関する事項
平成25年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上

額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
（単位：百万円）

　 連結貸借対照表
計 上 額 ( * 1 ) 時価(*1) 差額

①現金預金 21,208 21,208 －

②受取手形・完成工事未収入金等 40,010 40,010 －

③有価証券及び投資有価証券 　 　 　

満期保有目的債券 12 12 0

その他有価証券 1,131 1,131 －

④支払手形・工事未払金等 (43,542) (43,542) －

⑤短期借入金 (9,843) (9,843) －

⑥長期借入金 (10,929) (10,931) 2

⑦デリバティブ取引(*2) 196 196 －

(*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示

しております。　
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引

に関する事項
①現金預金及び②受取手形・完成工事未収入金等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等し
いことから、当該帳簿価額によっております。

③有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、
債券は取引金融機関から提供された価額によっております。

④支払手形・工事未払金等及び⑤短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等し
いことから、当該帳簿価額によっております。

⑥長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利
を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていな
いことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、
当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定
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期間毎に区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借
入において想定される利率で割引いて現在価値を算定しており
ます。
⑦デリバティブ取引
為替予約取引等によるものであり、時価の算定は取引金融機関
から提示された価額に基づいております。なお、金利スワップ
の特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金
と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入
金の時価に含めて記載しております。

２．非上場株式（連結貸借対照表計上額は1,328百万円）は、市場価格
がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③有
価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含めておりませ
ん。

　
７．賃貸等不動産に関する注記
⑴　賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の子会社では、兵庫県その他の地域において、賃貸用の
土地、建物を有しております。

⑵　賃貸等不動産の時価等に関する事項
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価

6,878 5,466

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減
損損失累計額を控除した金額であります。

２．当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士によ
る不動産鑑定評価書に基づく金額（指標等を用いて調整を行っ
たものを含む）によっております。

　
８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 290円45銭
⑵　１株当たり当期純利益 13円84銭
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計算書類に係る会計監査報告
　 独立監査人の監査報告書 　
　 平成25年５月10日　
　東洋建設株式会社 　
　 取締役会　御中 　
　 新日本有限責任監査法人 　
　 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員公認会計士 大田原吉隆 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員公認会計士 藥 袋 政 彦 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員公認会計士 矢 部 直 哉 ㊞

　

　　　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東洋建設株式会社の平成24年４月１日から平成25
年３月31日までの第93期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
　
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属
明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属
明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
　
監査意見　
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
　
利害関係　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上
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連結計算書類に係る会計監査報告
　 独立監査人の監査報告書 　
　 平成25年５月10日　
　東洋建設株式会社 　
　取締役会　御中 　
　 新日本有限責任監査法人 　
　 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員公認会計士 大田原吉隆 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員公認会計士 藥 袋 政 彦 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員公認会計士 矢 部 直 哉 ㊞

　

　　
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東洋建設株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月
31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。
　
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に
関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
　
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
東洋建設株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上
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監査役会の監査報告

　 監　査　報　告　書 　
　　当監査役会は、平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第93期事
業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基
づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。
　
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施
状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
監査計画等に従い、取締役、総合監査部その他の使用人等と意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他
重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び支店等において業務及び財産の状況を調査いたしました。
　また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ
れている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から、
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明いたしました。
　さらに、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制につきましては、
取締役等及び新日本有限責任監査法人から、両者の協議の状況並びに当該
内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。
　なお、内部監査に関しましては、事前に総合監査部から監査計画の説明
を受け、実施した監査の結果について報告書を閲覧し、必要に応じて説明
を受けるとともに意見を表明いたしました。
　子会社につきましては、関係会社社長会等の会議に出席するとともに、
子会社に赴き、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、その
事業及び財産の状況を調査いたしました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書
について検討いたしました。
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　 　会計監査に関しましては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適
正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から、「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に基づき整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

　
２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく表示しているものと認めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議（財務報告に係る内部統制
を含む）の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

　

　 平成25年５月24日 　
　 東洋建設株式会社　監査役会 　

　

常 勤 監 査 役 城　野　水　雄 ㊞
常 勤 監 査 役
(社外監査役) 德　永　和　也 ㊞
常 勤 監 査 役
(社外監査役) 平　形　光　男 ㊞
監 査 役
(社外監査役) 川　﨑　登志嗣 ㊞

　

　　 　
以　上
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株主総会参考書類
　
第１号議案　剰余金の配当の件
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題と位置付け
ており、業績に応じた配当を行うことを基本にしております。
　当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開
等を総合的に勘案いたしまして、次のとおりといたしたいと存じま
す。
　
１．配当財産の種類
金銭

２．配当財産の割当に関する事項及びその総額
普通株式　　１株につき金5.0円　　配当総額400,154,240円

３．剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年６月28日
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第２号議案　取締役10名選任の件
　取締役10名は、本定時株主総会終結の時をもって全員任期が満了
いたします。つきましては、取締役10名の選任をお願いしたいと存
じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　名
(生年月日)

略歴、当社における地位・担当
(重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株 式 数

1
   もうり しげき　
毛 利 茂 樹

(昭和24年3月1日生)

昭和46年 4 月 当社入社

36,500株

平成13年10月 総務部長
平成14年 6 月 取締役　執行役員
平成16年 6 月 常務執行役員
平成19年 6 月 専務執行役員
平成20年 6 月 代表取締役
平成21年 4 月 管理本部長兼ＣＰ・リスク管

理部管掌
平成22年 4 月 代表取締役社長執行役員社長

(現任)

2
   まえだ まさたか　
前 田 正 孝

(昭和23年3月30日生)

平成13年 8 月 国土交通省中国地方整備局長

11,700株

平成14年 9 月 財団法人港湾空間高度化環境
研究センター　理事長

平成19年 9 月 当社常務理事
平成20年 6 月 取締役(現任)

専務執行役員土木担当
平成22年 4 月 執行役員副社長土木事業本

部・総合技術研究所管掌
(現任)

3
   おおえ ひでつぐ　
大 江 秀 次

(昭和24年1月2日生)

平成16年 4 月 前田建設工業株式会社
横浜支店長

9,200株

平成19年 1 月 同社中部支店長
平成20年 6 月 同社取締役 執行役員建築事

業本部副本部長ものづくり
(建築)担当

平成22年 4 月 当社顧問
平成22年 6 月 取締役　執行役員副社長建築

事業本部管掌(現任)
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候補者
番　号

氏　　名
(生年月日)

略歴、当社における地位・担当
(重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株 式 数

4
   なかもと よしと　
中 本 義 人

(昭和24年1月2日生)

平成14年10月 株式会社ＵＦＪ銀行　内部監
査部部長兼与信監査室長

17,900株

平成15年10月 当社専務執行役員
(現任)

平成16年 6 月 取締役(現任)　
平成19年 6 月 経営企画室・総合監査部管掌
平成24年 4 月 総合監査部管掌(現任)

5
   はまべ しゅういち　
濱 邉 修 一

(昭和24年7月23日生)

昭和48年 4 月 当社入社

22,900株

平成15年 4 月 東京支店長
平成16年 6 月 執行役員
平成21年 3 月 関東支店長
平成21年 6 月 常務執行役員
平成22年 6 月 取締役
平成23年 4 月 専務執行役員(現任)
平成24年 6 月 代表取締役　土木事業本部長

兼安全環境部管掌(現任)

6
   かたやま よしかず　
片 山 善 和

(昭和26年2月15日生)

昭和48年 4 月 当社入社

28,500株

平成15年 4 月 北陸支店長
平成18年 6 月 執行役員
平成20年 6 月 取締役(現任)

土木本部副本部長兼土木企画
部長

平成22年 4 月 常務執行役員土木事業本部長
兼営業第一部長兼安全環境部
管掌

平成23年 4 月 土木事業本部長兼安全環境部
管掌

平成24年 4 月 専務執行役員国際事業管掌
(現任)
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候補者
番　号

氏　　名
(生年月日)

略歴、当社における地位・担当
(重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株 式 数

7
   ふたなみ せいいち　
二 浪 誠 一

(昭和23年11月29日生)

昭和46年 4 月 当社入社

19,200株

平成14年10月 財務部長
平成16年 6 月 執行役員
平成18年 6 月 常務執行役員(現任)

経営企画室長
平成22年 4 月 経営企画室長兼管理本部長兼

ＣＰ・リスク管理部管掌
平成22年 6 月 取締役(現任)

経営企画室長兼管理本部長兼
ＣＰ・リスク管理部管掌兼Ｃ
ＳＲ担当

平成24年 4 月 経営管理本部管掌兼ＣＳＲ担
当(現任)

8
   たけざわ きょうじ　
武 澤 恭 司

(昭和26年8月8日生)

昭和50年 4 月 当社入社

18,200株

平成15年 4 月 関東建築支店長
平成18年 6 月 執行役員
平成20年 6 月 取締役(現任)

建築本部副本部長
平成22年 4 月 常務執行役員建築事業本部長

(現任)

9
   みやわき きよふみ　
宮 脇 清 文

(昭和29年1月14日生)

昭和51年 4 月 当社入社

14,000株

平成19年 4 月 国際支店長
平成19年 6 月 執行役員
平成21年 4 月 大阪本店長(現任)
平成21年 6 月 常務執行役員(現任)
平成24年 6 月 取締役(現任)
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候補者
番　号

氏　　名
(生年月日)

略歴、当社における地位・担当
(重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株 式 数

10
   もりやま えつろう　
森 山 越 郎

(昭和27年6月21日生)

昭和51年 4 月 当社入社

10,400株

平成20年 4 月 北陸支店長
平成20年 6 月 執行役員
平成23年 4 月 常務執行役員(現任)

土木事業本部副本部長兼土木
企画部長

平成24年 4 月 関東支店長(現任)
平成24年 6 月 取締役(現任)

（注）各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
以　上　
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株主総会会場ご案内略図
　

会場　大阪市中央区本町四丁目１番52号（北御堂下）
大阪会館ホール

電話　（06）6261-9351（代表）
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入口

ａｕ

フジゼロックス御堂ビル

②エフワン

富山
第一銀行 マクドナルド

靫公園

（北御堂）

東芝
大阪ビル

太陽生命

伊予
銀行

大阪会館ホール

ヤマザキ
デイリーストア

本町
ガーデンシティ

オリックス
本町ビル

信濃町
三井ビル
ディング

本町
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25

ＩＢＭ

セブンイレブン

ダイコクドラッグ

アパホテル 相愛学園

オンワード

ファミリーマート

スターバックスコーヒー

みずほ証券

ＪＴＢ

　
最寄駅　地下鉄御堂筋線・中央線「本町駅」２番出口より徒歩１分

地下鉄四つ橋線「本町駅」25番出口より徒歩７分
　
　
　

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


